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自転車は、道路交通法では「軽車両」。二輪車や四輪車と同じ「車両」
の一種であるということを
まず自覚させる。
そして、自転車には「他
人に危害を及ぼさないよう
な速度と方法で運転する義
務」があり、守らなければ
きびしく責任が問われるこ
とを伝える。

そ
こ
で
、
石
井
さ
ん
は
高
校
生
の

交
通
事
故
の
特
徴
を
説
明
す
る
。
蓮

田
高
校
は
、
多
く
の
生
徒
が
自
転
車

通
学
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
生
徒
た

ち
は
通
学
中
の
自
転
車
に
よ
る
事
故

が
多
い
と
い
う
話
に
真
剣
に
耳
を
傾

け
た
。

さ
ら
に
、
高
校
生
の
自
転
車
事
故

の
原
因
の
多
く
は
安
全
不
確
認
で
あ

る
こ
と
や
、
高
校
生
が
実
際
に
起
こ

し
た
事
故
を
新
聞
記
事
や
判
例
を
も

と
に
紹
介
。
普
段
し
て
し
ま
い
が
ち
な
、
携
帯
電

話
の
使
用
や
無
灯
火
な
ど
の
ル
ー
ル
違
反
か
ら
事

故
が
起
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

「
自
転
車
は
車
両
の
一
種
で
す
か
？
」
と
生
徒

に
問
い
か
け
る
。
こ
の
問
い
の
解
説
で
は
、
自
転

車
も
二
輪
車
や
四
輪
車
と
同
様
に
ル
ー
ル
を
守
る

必
要
が
あ
る
こ
と
、
事
故
を
起
こ
せ
ば
加
害
者
に

も
な
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

ル
ー
ル
に
関
し
て
は
、
実
際
に
自
転
車
が
守
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
自
転
車
安
全

利
用
五
則（
下

記﹇
講
座
の
内

容
﹈参
照
）を
説

明
し
、
安
全
な

自
転
車
利
用
を

呼
び
か
け
る
。

事
故
に
関
し

て
は
、
高
校
生

の
運
転
す
る
自
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高校生の交通安全に対する意識を高める教育

昨
年
12
月
22
日
、
埼
玉
県
立
蓮
田
高
等
学
校

（
西
田
高
久
校
長
）
に
て
、「
高
校
生
の
交
通
安
全

教
育
講
座
」
が
実
施
さ
れ
た
。

同
講
座
は
、「
安
全
で
安
心
」
で
き
る
社
会
を

自
ら
考
え
、
創
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
に
、
平

成
18
年
度
よ
り
埼
玉
県
二
輪
車
安
全
普
及
協
会
と

N
M
C
A
日
本
二
輪
車
協
会
、
埼
玉
オ
ー
ト
バ
イ

事
業
協
同
組
合
の
共
催
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
平

成
20
年
度
は
、
埼
玉
県
交
通
安
全
対
策
協
議
会
の

後
援
、（
財
）
日
本
交
通
安
全
教
育
普
及
協
会
の

協
力
を
受
け
、
埼
玉
県
内
の
県
立
高
校
４
校
で
開

催
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
日
の
講
師
は
、（
財
）
日
本
交
通
安
全
教

育
普
及
協
会
の
石
井
征
之
主
幹
。
最
近
の
交
通
事

故
状
況
や
自
転
車
の
安
全
利
用
に
つ
い
て
、
ク
イ

ズ
と
解
説
を
交
え
な
が
ら
約
１
時
間
行
わ
れ
た
。

「
生
徒
た
ち
は
、
交
通
事
故
に
対
し
て
『
自
分

は
大
丈
夫
』
と
過
信
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

交
通
事
故
の
危
険
性
に
気
づ
い
て
ほ
し
い
」
と
、

石
井
さ
ん
は
話
す
。

転
車
が
加
害
者
と
な
り
、
高
校
生
に
何
千
万
円
も

の
賠
償
責
任
が
問
わ
れ
た
事
例
を
紹
介
。
自
転
車

事
故
で
問
わ
れ
る
、
刑
事
上
、
民
事
上
、
道
義
的

な
責
任
を
伝
え
た
。

重
大
事
故
（
生
死
に
関
る
事
故
）、
小
さ
な
事

故
（
接
触
・
転
倒
・
切
傷
等
）、
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ

ト
（
事
故
に
至
ら
な
い
ニ
ア
ミ
ス
）
が
、
１
対
29

対
３
０
０
の
割
合
で
あ
り
、
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
の

場
面
を
な
く
す
こ
と
が
重
大
事
故
を
な
く
す
こ
と

に
つ
な
が
る
と
い
う
「
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
の
法
則
」

を
紹
介
。
普
段
か
ら
、
危
険
を
予
測
す
る
こ
と
で

事
故
防
止
に
努
め
る
こ
と
の
重
要
性
を
伝
え
た
。

蓮
田
高
校
の
鈴
木
学
教
諭
は
同
講
座
に
つ
い

て
、「
賠
償
の
話
が
印
象
に
残
り
ま
し
た
。
自
転

車
は
弱
者
だ
と
思
い
が
ち
だ
が
、
加
害
者
に
も
な

り
高
額
の
賠
償
金
を
支
払
う
と
い
う
話
か
ら
、
生

徒
も
交
通
事
故
の
危
険
性
や
責
任
に
つ
い
て
理
解

し
た
と
思
う
。
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
は
、
高
校
生
は

頭
で
は
理
解
し
て
い
ま
す
。
責
任
を
認
識
さ
せ
、

ル
ー
ル
を
守
る
と
い
う
行
動
に
結
び
つ
け
る
良
い

機
会
と
な
り
ま
し
た
」
と
感
想
を
語
る
。

同
校
で
は
、
３
月
に
も
同
講
座
の
２
回
目
が
実

施
さ
れ
る
予
定
だ
。
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[講座の内容] 事

故
防
止
の
た
め
に
、
自
ら
が

で
き
る
こ
と
を
考
え
さ
せ
る

ポ
イ
ン
ト
○3

交
通
事
故
は
他
人
事
で
は
な
い

と
気
づ
か
せ
る

ポ
イ
ン
ト
○1

自
分
の
行
動
に
対
し
て
の

責
任
を
認
識
さ
せ
る

ポ
イ
ン
ト
○2

ル
ー
ル
説
明
だ
け
で
は
な
く

行
動
の
変
容
に
つ
な
が
る
教
育

自転車の通行ルールを伝える

道路交通における危険を理解させる交通事故の現状を伝える

自転車は車両

平成19年の高校生の交通事故は、死者109名、負傷者3万6447名であ
った。高校生の交通事故死傷者の約62％が自転車乗用中によるものであり、
自転車事故の約65％が通
学中に発生している。事故
発生の人的要因としては、
「安全不確認」「動静不注視」
「予測不適」で全体の約
64％となっている。
こうした交通事故の現状を
伝え、交通事故防止に対す
る意識を高める。

＊自転車安全利用五則
q自転車は、車道が原則、歩道は例外
w車道は左側を通行
e歩道は歩行者優先で、
車道寄りを徐行

r安全ルールを守る
・飲酒運転禁止
・二人乗り禁止
・並進禁止
・夜間はライトを点灯
・信号を守る
・交差点での一時停止と安全確認
t子どもはヘルメットを着用
上記の自転車安全利用五則など、自転車の基本的なルールをまずしっ
かりと説明する。

道路交通における危険につ
いて、顕在危険（直接見えて
いる危険）と潜在危険（直接
見えない危険）があることを
伝える。
さらに、車両の内輪差につ
いて説明。危険を予測し、自
ら危険を避けることに努め
て、被害者となる事故を予防
する意識を持たせる。

「過失相殺」について、事故の被害者であっても、過失がある場合、過失
の程度に応じて損害賠償額が減額されると説明。自転車の整備を日常的に行
うこと、ルールを守ることの重要性を伝える。
また、高校生の運転する自転車が、事故で相手を死亡させた事例を紹介し、
自分たちも加害者にもなりう
ることを伝える。そして、実
際に高校生にどれだけの賠償
金を支払う判決が出たのかを
説明し、事故の責任の重さを
考えさせる。その上で、自転
車事故では、刑事上の責任・
民事上の責任・道義的な責任
が問われることを説明する。

5 過失と責任について捉える

自転車の点検整備を受ける
と保険に加入できる制度の
「TSマーク保険」を紹介。日
頃から、自転車の点検・整備
をすることの重要性や保険加
入の必要性を伝える。また、
反射材の使用も呼びかけ、事
故防止のためにできることを
紹介した。

6 事故防止のために

クイズと解説を交えて交通安全を伝える

講座では、高校生による交通事故の新聞記事を紹
介し、注意を喚起した


